
意匠権を取得するまでの流れ 
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登録審決 

意匠権を取得したい意匠を特定するために必要な書類(願書、 
図面）を提出します。 

印紙代：16,000円 

拒絶理由の判断に不服がある場合、 
意見書、補正書を提出します。 

拒絶査定の判断に不服がある場合、拒絶 
査定不服審判を請求することができます。 

印紙代：55,000円 

くすもと国際特許商標事務所 

意匠登録出願 

登録料納付 
(設定登録) 

登録査定あるいは登録審決から所定期間内に第１年分の
登録料を納付します。これにより、出願が登録原簿に登録さ
れ、意匠権が発生します。 
2年度以降、意匠権を維持するには、年毎に登録料を納付 
する必要があります。 

印紙代：8,500円(第１年目） 
  ※第4年目以降は、値上がりします。 

出願人が特許庁または裁判所 
に対して行う手続 

特許庁または裁判所の処理 


